
島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (�)

� �

� �

島根県会計規則の一部を改正する規則 （会 計 課） �

� �

児童虐待の防止等に関する法律の規定による身分を証明する証票の一部改正 （青少年家庭課） �

身体障害者福祉法の規定による医師の指定 （障害者福祉課） �

土地改良区の役員の就任及び退任 （農 村 整 備 課） �

換地処分（
件） （ 〃 ） �

漁船損害等補償法の規定に基づく付保義務の発生 （水 産 課） �

道路の供用開始 （道 路 維 持 課） �

急傾斜地崩壊危険区域の廃止 （砂 防 課） �

都市計画変更の図書の縦覧 （都 市 計 画 課） �

都市計画変更の図書の縦覧 （下水道推進課） �

����	�

島根県行政情報ネットワーク用パソコンの購入に係る一般競争入札の落札者等 （会 計 課） �


���

就学奨励費取扱規則の一部を改正する規則 （高 校 教 育 課） 

市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則 （義 務 教 育 課） 


���

島根県教育委員会職員被服等貸与規程の一部改正 （高 校 教 育 課） 

����

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポス �

ターの作成の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

����

あっせん員候補者の解嘱 ��

����������������������������������������������������
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平成��年�月�	日 (火)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

�������������	
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	������������

◇ !"#$���%&'()*+��（規則第�号）

� 規則の概要

� 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理（第�条・第��条・第�	条関係）

� 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理（第�	�条の��・第���条・様式第�号・様式

第�号関係）

� 組織改正に伴う規定の整理（第��条・第��条・別表第�関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。
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島 根 県 報

� �

島根県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県会計規則の一部を改正する規則

島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号中「盲学校、ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

第��条第�項中「、総務部税務課（以下「税務課」という。）」を削る。

第��条第�項中「総務課、税務課」を ｢総務課｣ に改め､ 「、税務課の徴税吏員」を削る。

第	
条第�項第��号中「､ 盲学校、ろう学校又は養護学校」を「又は特別支援学校」に改める。

第��条第号中「盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」を「特別支援学校への就学奨励に関する法

律」に改める。

第���条の��第�項中「吏員の」を「職員の」に、「徴収吏員」を「徴収職員」に改め、同条第�項中「徴収吏員」を

「徴収職員」に改め、同条第�項中「徴収吏員は」を「徴収職員は」に、「徴収吏員証」を「徴収職員証」に改める。

第���条第�項中「吏員である」を削る。

別表第�西部県民センター益田事務所の項の次に次の�項を加える。

様式目次中「徴収吏員証」を「徴収職員証」に改める。

様式第��号その�中「における公定歩合」を「における日本銀行法第��条第�項第�号の規定により定められる商業手

形の基準割引率」に改め、「当該公定歩合」を「当該商業手形の基準割引率」に改める。

様式第��号中「徴収吏員証」を「徴収職員証」に、「島根県事務吏員」を「島根県職員」に改める。

様式第��号中「島根県事務吏員」を「島根県職員」に改める。


 �

（施行期日）

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

（経過措置）

� この規則による改正前の島根県会計規則の規定に基づいて作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するものにつ

いては、当分の間、これを使用することができる。

� �

��������	

児童虐待の防止等に関する法律の規定による身分を証明する証票（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように

改正し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

様式中「吏員」を「職員」に改める。

第��
��号 平成��年�月��日(�)

島根中央高等学校 川本高等学校



島 根 県 報

��������	


身体障害者福祉法（昭和��年法律第���号）第��条第�項に規定する医師を次のとおり指定したので、身体障害者福祉

法施行細則（昭和��年島根県規則第��号）第	条の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第�
�号）第��条第�項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出が

あったので、同条第��項の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

鹿足郡柿木村土地改良区

� 就任した役員の氏名及び住所

理事

三浦 勝美 鹿足郡吉賀町柿木村木部谷���番地

柿永 功男 鹿足郡吉賀町柿木村大野原��番地

山本 一男 鹿足郡吉賀町柿木村椛谷��番地�

齋藤 隆 鹿足郡吉賀町柿木村白谷��番地

小田 善史 鹿足郡吉賀町柿木村柿木���番地�

石井 政信 鹿足郡吉賀町柿木村下須���番地

齋藤 尚介 鹿足郡吉賀町柿木村福川���番地

監事

三浦 一美 鹿足郡吉賀町柿木村福川����番地

齋藤 金工 鹿足郡吉賀町柿木村白谷���番地

田村 康彦 鹿足郡吉賀町柿木村下須��番地

	 就任年月日

平成�
年�月��日

� 退任した役員の氏名及び住所

理事

村上 幸雄 鹿足郡吉賀町柿木村木部谷�
�番地

庭田 亀喜 鹿足郡吉賀町柿木村大野原���番地

横田 健一 鹿足郡吉賀町柿木村椛谷���番地

三浦 初太 鹿足郡吉賀町柿木村白谷��番地

第����号 平成�
年�月��日 (�)

医師の氏名 診療科目
従 事 す る 医 療 機 関

指定年月日
名 称 所 在 地

堀江 裕 内科
社会福祉法人恩賜財団島
根県済生会江津総合病院

江津市江津町���－�� 平成�
年	月��日

藤井 康善 内科
社会福祉法人恩賜財団島
根県済生会江津総合病院

江津市江津町���－�� 平成�
年	月��日

森脇 裕平 眼科
医療法人社団もりわき眼
科

浜田市日脚町���－� 平成�
年	月��日



島 根 県 報

小林千代一 鹿足郡吉賀町柿木村柿木���番地

友重 勝 鹿足郡吉賀町柿木村下須���番地

山本寛三郎 鹿足郡吉賀町柿木村福川���番地

監事

西山 茂 鹿足郡吉賀町柿木村白谷���番地

尾崎 保美 鹿足郡吉賀町柿木村福川���番地

河野 武輔 鹿足郡吉賀町柿木村木部谷���番地

��������	


土地改良法（昭和��年法律第��	号）第
�条の�第�項の規定により、平成��年月�日付けで県営土地改良事業に係

る荒茅地区の換地処分をしたので、同条第��項において準用する同法第	�条第�項の規定により告示する。

平成��年月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第��	号）第
�条の�第�項の規定により、平成��年月��日付けで県営土地改良事業に係

る飯石南（頓原）地区寺澤工区の換地処分をしたので、同条第��項において準用する同法第	�条第�項の規定により告示

する。

平成��年月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第��	号）第
�条の�第�項の規定により、平成��年月��日付けで県営土地改良事業に係

る飯石南（頓原）地区東工区の換地処分をしたので、同条第��項において準用する同法第	�条第�項の規定により告示す

る。

平成��年月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������


土地改良法（昭和��年法律第��	号）第
�条の�第�項の規定により、平成��年月��日付けで県営土地改良事業に係

る角井地区第工区の換地処分をしたので、同条第��項において準用する同法第	�条第�項の規定により告示する。

平成��年月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�������


土地改良法（昭和��年法律第��	号）第
�条の�第�項の規定により、平成��年月�日付けで県営土地改良事業に係

る鹿足（六日市）地区親迫・太ノ妙工区の換地処分をしたので、同条第��項において準用する同法第	�条第�項の規定に

より告示する。

第��
��号 平成��年月��日(�)



島 根 県 報

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の	第
項の規定により、平成��年�月�日付けで県営土地改良事業に係

る鹿足（六日市）地区棗・本郷工区の換地処分をしたので、同条第��項において準用する同法第��条第�項の規定により

告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

漁船損害等補償法（昭和�年法律第��号）第���条の	第	項の規定による届出を審査した結果、次の加入区につい

て、同法第���条第�項の規定による同意があったと認めたので、同法第���条の	第�項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和�年農林省令第��号）第��条の�の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

西ノ島町加入区（漁業協同組合ＪＦしまね）

���������	

道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和�年法律第���号）第��条第	項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和��年島根県告示第���号）で指定した次の急傾斜地崩壊危険区域を廃止するので、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和��年法律第�号）第�条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 区域の名称 琵琶町

	 区域の所在 浜田市琵琶町地内

第�����号 平成��年�月��日 (�)

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

県 道 川本波多線
邑智郡美郷町粕渕���番地先から同��番
地先まで

メートル
�����

平成��年
�月��日

県央県土整
備事務所



島 根 県 報

��������	


都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により都市計画を変更し

たので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり告示し、同条第�項の規定により

当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

平田都市計画道路

� 都市計画を変更する土地の区域

出雲市平田町、西平田町、灘分町、西代町及び東福町


 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

���������


都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により都市計画を変更し

たので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり告示し、同条第�項の規定により

当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

松江圏都市計画及び広瀬都市計画下水道

� 都市計画を変更する土地の区域

松江市玉湯町布志名地内


 縦覧場所

島根県土木部下水道推進課

�  � � � �

次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令

第���号）第��条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成�年島根県規則第

��号）第条の規定により公示する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 落札に係る物品等の名称及び数量

島根県行政情報ネットワーク用パソコン���台

� 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地

島根県出納局会計課 島根県松江市殿町�番地


 落札者を決定した日

平成�	年�月�	日

� 落札者の氏名及び住所

株式会社松文オフテック 代表取締役 古川 義郎

島根県松江市苧町�番地

第�����号 平成�	年
月��日(�)



島 根 県 報

� 落札金額

����������円

� 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

	 特例公告を行った日

平成
�年
�月
日

� � � � � � �

就学奨励費取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成
年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

�	
���������

就学奨励費取扱規則の一部を改正する規則

就学奨励費取扱規則（昭和��年島根県教育委員会規則第
�号）の一部を次のように改正する。

第�条中「盲学校、聾
ろう

学校及び養護学校への就学奨励に関する法律（」を「特別支援学校への就学奨励に関する法律

（」に、「盲学校、聾
ろう

学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令」を「特別支援学校への就学奨励に関する法律

施行令」に、「盲学校、聾
ろう

学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則」を「特別支援学校への就学奨励に関す

る法律施行規則」に改める。

第	条中「昭和��年島根県規則第�号」を「昭和�年島根県規則第��号」に、「第��条から第�条まで」を「第��条か

ら第�
条の�まで」に改める。

� �

この規則は、平成
年�月�日から施行する。

市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成
年�月��日

島根県教育委員会委員長 七五三 勝 巳

�	
���������

市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則

市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則（平成元年島根県教育委員会規則第�号）の一部を次のように改正す

る。

第�条第�項中「�週間」を「
�週間」に改める。

� �

この規則は、平成
年�月�日から施行する。

� � � � �

�	
������������

本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化財調査センター

教 育 機 関

第
����号 平成
年�月��日 (�)



島 根 県 報

県 立 学 校

島根県教育委員会職員被服等貸与規程（昭和��年島根県教育委員会教育長訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県教育委員会教育長 藤 原 義 光

別表	の対象職員の欄中「、工業、商業」を「、工業及び商業」に、「特殊教育学校の校長」を「特別支援学校の校

長」に、「特殊教育学校の教員」を「特別支援学校の教員」に、「学校栄養主幹」を「栄養教諭、学校栄養専門員」に改

める。

� �


 この訓令は、平成��年�月
日から施行する。

	 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の島根県教育委員会職員被服等貸与規程の規定により貸与を受けてい

る貸与品については、この訓令による改正後の島根県教育委員会職員被服等貸与規程の相当規定により貸与を受けてい

るものとみなす。

� � � � � � 	 
 �

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公費負担に関する規程の

一部を改正する規程をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

��������	
����

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公費負担に関する規

程の一部を改正する規程

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公費負担に関する規程

（平成�年島根県選挙管理委員会規程第	号）の一部を次のように改正する。

題名中「選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に改める。

第
条第
項中「選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に、「又は第�条」を「、第�条又は

第�条」に、「又は第条」を「、第条又は第��条」に改める。

第	条第
項中「又は第�条」を「、第�条又は第��条」に改める。

第�条中「燃料供給業者」という。）」の次に「、公費負担条例第条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業

とする者（以下「ビラ作成業者」という。）」を加え、「第条」を「第��条」に改める。

第�条第
項中「選挙運動用自動車使用証明書」の次に「、ビラ作成証明書」を、「その他の者」の次に「、ビラ作成

業者」を加え、同条第	項中「選挙運動用自動車使用証明書」の次に「、ビラ作成証明書」を加え、「及び第�号様式」

を「から第�号様式まで」に改める。

第�条第
項中「又は第�条」を「、第�条又は第��条」に改め、「選挙運動用自動車使用証明書」の次に「、ビラ作

成証明書」を、「燃料供給業者」の次に「、ビラ作成業者」を加え、同条第	項中「第�号様式及び第号様式」を「第

号様式から第�号様式まで」に改める。

別記第
号様式その	を同様式その�とし、同様式その
の次に次のように加える。

第�����号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (�)

その
（ビラの作成）

ビ ラ 作 成 契 約 届 出 書

次のとおりビラ作成の契約を締結したので届け出ます。

何年何月何日

何年何月何日執行何選挙

候補者 氏 名 �

島根県選挙管理委員会委員長 氏 名 様

記

備考 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。

契約年月日

契約の相手方の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあってはそ

の代表者の氏名

契 約 内 容
備 考

作成契約枚数 作成契約金額



島 根 県 報

別記第�号様式その�中「選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に改め、同様式その�中「選

挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に、「第�条」を「第��条」に改め、同様式その�を同様式

その�とし、同様式その�の次に次のように加える。

第����	号 平成�
年�月��日(��)



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (��)

その
（ビラ作成枚数）

ビ ラ 作 成 枚 数 確 認 申 請 書

次の選挙運動用ビラ作成枚数につき、島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例第�条の規定による確認を受けたいので申請します。

何年何月何日

島根県選挙管理委員会委員長 氏 名 様

何年何月何日執行何選挙

候補者 氏 名 �

記

� 契約年月日 何年何月何日


 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

� 確認申請枚数 枚

備考

� この申請書は、ビラ作成業者ごとに別々に候補者から島根県選挙管理委員会に提出してください。


 この申請書は、ビラ作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受けるためのものです。

� 「前回までの累積枚数」には、他のビラ作成業者によって作成された枚数をも含めて記載してください。

区 分 作 成 枚 数 左のうち確認済み又は確認申請枚数

前回までの累積枚数 � 枚 枚

今 回 の 枚 数 � 枚 枚

枚 数 計 �＋� 枚 枚

備 考



島 根 県 報

別記第�号様式その�中「選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に改め、同様式その�中「選

挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に、「第�条」を「第��条」に改め、同様式その�を同様式

その�とし、同様式その�の次に次のように加える。

第����	号 平成�
年�月��日(��)



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (��)

その
（ビラ作成枚数）

確認番号第 号

ビ ラ 作 成 枚 数 確 認 書

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第�条の規定に基づき、次の

選挙運動用ビラ作成枚数は、同条に定める枚数の範囲内のものであることを確認する。

何年何月何日

島根県選挙管理委員会委員長 氏 名 印

記

� 何年何月何日執行何選挙


 候補者の氏名

� 確認枚数 枚

備考

� この確認書は、ビラ作成枚数について確認を受けた候補者からビラ作成業者に提出してください。


 この確認書を受領したビラ作成業者は、公費の支払の請求をする場合には、ビラ作成証明書とともに当該

確認書を請求書に添付してください。

� この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業者は、島根県に支払を

請求することはできません。



島 根 県 報

別記第�号様式中「選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に、「第�条」を「第��条」に改

め、同様式の別紙の備考�中「＝単価…�円未満の端数は切上げ」を「…�円未満の端数は切上げ」に改め、同様式を第

�号様式とする。

別記第�号様式中「選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成」を「選挙運動」に改め、同様式を第�号様式とす

る。

別記第�号様式の次に次の�様式を加える。

第��	
�号 平成��年月��日(��)



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (�
)

第�号様式（第�条）

請 求 書

（選挙運動用ビラの作成）

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第�条の規定により、次の金

額の支払を請求します。

何年何月何日

島根県知事 様

氏名又は名称及び住所並びに法人に

あってはその代表者の氏名 �

記

 請求金額 円

� 内訳

別紙請求内訳書のとおり

� 何年何月何日執行何選挙

� 候補者の氏名

� 銀行名、口座名、口座番号及び債権債務者番号

備考

 この請求書は、候補者から受領したビラ作成枚数確認書及びビラ作成証明書とともに選挙の期日後速やか

に提出してください。

� 候補者が供託物を没収された場合には、島根県に支払を請求することはできません。

� この請求書には、作成したビラの見本枚（�種類の場合には各枚）を添付してください。

� 島根県に債権債務者登録がなされていない場合には、債権債務者登録（変更）届出書を添付してくださ

い。



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日(��)

（別紙）

請 求 内 訳 書

備考


 Ｄ欄には、次により算出した額を記載してください。

� 確認書により確認された作成枚数が�	�			枚以下の場合…�円�	銭

� 確認書により確認された作成枚数が�	�			枚を超える場合

����			円＋円��銭×（当該作成枚数－�	�			）

当該作成枚数
…
銭未満の端数は切上げ

� Ｅ欄には、ビラ作成枚数確認書により確認された作成枚数を記載してください。

� Ｇ欄には、Ａ欄とＤ欄とを比較して少ない方の額を記載してください。

 Ｈ欄には、Ｂ欄とＥ欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。

作 成 金 額 基 準 限 度 額 請 求 金 額

備 考
単 価

Ａ

枚 数

Ｂ

金 額

Ａ×Ｂ＝Ｃ

単 価

Ｄ

枚 数

Ｅ

金 額

Ｄ×Ｅ＝Ｆ

単 価

Ｇ

枚 数

Ｈ

金 額

Ｇ×Ｈ＝Ｉ

円 枚 円 円 枚 円 円 枚 円



島 根 県 報

別記第�号様式を第�号様式とし、第�号様式の次に次の�様式を加える。

第����	号 平成�
年�月�日 (��)



島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日(��)

第
号様式（第�条）

ビ ラ 作 成 証 明 書

次のとおりビラを作成するものであることを証明します。

何年何月何日

何年何月何日執行何選挙

候補者 氏 名 �

記

備考

� この証明書は、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、候補者からビラ作成業者に提出してください。

 ビラ作成業者が島根県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。

� この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業者は、島根県に支払を請

求することはできません。

� �人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度額は、次の

とおりです。

� 枚数 ����			枚

� 限度額

ア 確認された作成枚数が�	�			枚以下の場合

�円�	銭（単価）×当該作成枚数＝限度額

イ 確認された作成枚数が�	�			枚を超える場合

����			円＋�円��銭×（当該作成枚数－�	�			）

当該作成枚数
＝単価…�銭未満の端数は切上げ

単価×当該作成枚数＝限度額

ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあってはその代表者の氏名

作 成 枚 数 枚

作 成 金 額 円

備 考



島 根 県 報

� �

この規程は、平成��年�月��日から施行する。

� � � � � � 	


��������	��

平成��年島根県地方労働委員会告示第�号をもって公表したあっせん員候補者中､ 次の者を解嘱したので削除する｡

平成��年�月��日

島根県労働委員会会長 近 藤 正 三

第���	
号 平成��年�月��日 (��)

氏 名 委 嘱 年 解嘱年月日 解 嘱 事 由

門脇 誠三 平成��年 平成��年�月�日 平成��年月��日付労働委員会委員辞任のため



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)

島 根 県 報第��	
�号 平成��年�月��日(��)


